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○ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止体制の強化 
 鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生を予防するため、家畜の飼養者に対する飼養
衛生管理基準の遵守徹底を図ります。発生に備え、過去に鳥インフルエンザが発生した
養鶏場、または大臣指定地域での発生予防対策を徹底します。防疫計画の点検や地域振
興局との連携・協力、防疫訓練の実施により危機管理体制を強化します。 

○ 生産性向上及びコスト低減による所得確保 
肉用牛は「村上牛」や「新発田牛」の生産農場を中心に肉質向上を継続し、「にいが

た和牛」のブランド力向上を図ります。 
酪農家は乳房炎防除並びに暑熱対策の指導、牛伝染性リンパ腫並びにヨーネ病の清浄

化、牛ウイルス性下痢の摘発のための検査・対策を指導し乳質改善支援を行うことで、
生産性向上を図ります。 

○ 担い手への技術指導等による支援強化 
担い手育成に向け、技術指導や衛生対策の改善、生産性向上を総合的に支援するとともに、

地域畜産クラスターの活動等も積極的に支援します。 
 
 

 
 

令和７年度シーズンは、家きんでは 10 月 22 日に
北海道で1 例目が確認され、最新の発生（令和8 年4
月22 日）時点で16 道県24 事例、約576 万羽が防
疫措置の対象となっています。 

新潟県では、11 月４日と9 日に胎内市の採卵養鶏
場で連続して発生し、合計約91 万羽を対象とした防
疫措置が行われました。 

前シーズンの 51 件、約 932 万羽より件数と羽数
は減少したものの、大規模農場や既発農場での発生が
多い傾向でした。 

国は、①大規模農場での「分割管理導入の検討」と、
②発生・まん延リスクの高い地域を大臣指定地域（県
内2 地域を含む全44 地域）に指定し、地域内の農場
に対して消毒薬の備蓄や野鳥誘引防止対策等の実施
を義務付けています。 
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平成30 年9 月に岐阜県での初発から26 都県で104 事例が発生し、約44.8 万頭が殺処
分されました。令和元年10 月に豚熱ワクチン接種が開始されてから、豚熱の発生は散発的
となり、令和7 年度に県内での発生はありませんが、群馬県で4 例、令和8 年3 月に静岡
県（初事例）で確認され、令和8 年4 月には宮崎県（初事例）、静岡県で1 例と計2 例の
発生が認められています。 

また、野生イノシシへの感染拡大により、北海道、沖縄を除いた都府県にまで豚熱経口ワ
クチンの散布が実施されるようになりました。 

昨年度、県内では野生イノシシ（捕獲・死亡）272 頭を検査し、18 頭（胎内市1 頭、新
発田市13 頭、新潟市1 頭、長岡市3 頭）で陽性を確認、平成30 年から延1,771 頭中110
頭で陽性を確認しています。豚熱ワクチン接種に加えて、衛生管理区域内への野生動物の侵
入防止、農場出入り時の消毒等、今後もウイルスの侵入防止対策に努めることが重要です。 

１月30 日、韓国の仁
川広域市の牛飼養農
場で口蹄疫（O 型）が
発生し、2 月には京畿
道高陽市の牛飼養農
場でも 2 件の発生が
確認されました。空港
や港での検疫体制は
強化されているもの
の、国内への侵入リス
クは極めて高い状況
が続いております。 
偶蹄家畜（牛・豚・緬

山羊）の飼養者は、飼
養衛生管理基準を遵守し、発生予防の徹底をお願いします。 

 
《４月から新体制となりました》  

〇本年度もよろしくお願いいたします。               ※転入者  

所長・次長 課 課 長 副参事・技術専門員 主査・主任・獣医師・主事  
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韓国で9か月ぶりに口蹄疫が発生！！ 

(農林水産省ＨＰより) 

豚熱発生状況 


